
- 1 -

改めて特定秘密保護法の廃止を求める会長声明

１ 去る平成２６年６月２０日第１８６回国会（常会）での参議院本会議において

「情報監視審査会の設置等に係る国会法一部改正案」「議院における証人の宣誓及

び証言等に関する法律の一部改正案」「国会職員法の一部改正法案」（以下では、

「情報監視審査会設置法」とも言う。）が賛成多数で可決され、成立した。

同法は、昨年の特定秘密保護法の成立を受け、日本国憲法及びこれに基づく国

会法等の精神に則り、「国会に対する特定秘密の提供」を規定した同法附則１０条

に基づき、与党より提案された議員立法であり、行政機関の長が行う特定秘密の

指定又は解除及び適性評価の実施の審査、及び、各議院からの特定秘密の提供要

求に対する判断の適否等を審査することを目的とした常設の情報監視審査会（以

下、「審査会」と言う。）を各議院に設置するものである。

２ しかしながら、審査会は、各院情報監視審査会規程によれば、各８名の議員の

みで構成され、会派ごとの議席数の割合に応じて委員が割り当てられることとな

っており、審査会の決議が多数決によった場合、内閣を構成する与党会派の意向

が強く反映される結果となり、そもそも国会による内閣に対する監視機能が十分

に発揮されるとは考えにくい。

３ また、審査会が、特定秘密の提供を求めても、行政機関の長は、特定秘密の提

出に応じない理由を疎明し、審査会が理由を受諾すれば提供を拒むことができる。

さらに、審査会が行政機関の長の理由を受諾しない場合も、審査会は、更にその

特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣

の声明を要求できるにすぎず、特定秘密の提供をさせることはできない。

結局、行政機関の長の特定秘密を提出しない理由に合理性がないと審査会が判

断しても、特定秘密の提供を行政機関の長は拒否できる仕組みである。

また、審査会が行う特定秘密の指定・解除を始めとする運用改善等の勧告も、

行政機関の長に対して、なんらの強制力も有さない。

さらに、内部者からの通報により特定秘密の指定・解除の妥当性を検証する内

部通報者制度が存在せず、内閣が、行政機関の長等とともに、特定秘密の指定権

を濫用した場合、内部告発により、審査会が認知することも期待できない。

４ 仮に、審査会に対し、特定秘密が提供されても、特定秘密の利用は審査会委員、

各議院が議決で定める者、その事務を行う職員に限定されている。

審査会の事務を行う職員は適性評価を受け、秘密漏えい等の罰則が適用される

ことなど秘密厳守が何よりも優先され、審査会委員である議員自身も、当該特定
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秘密の内容の当否を判断するために他の議員や専門家の意見を確認することもで

きない。

そもそも、両議院の国政調査権は、証人の出頭及び証言並びに記録の提出等を

通じ、行政権等の保有する情報を開示させ、内閣を始めとする行政権に対する監

督・統制機能を確保するとともに、国民の知る権利に奉仕する機能を有しており

（憲法６２条）、これまで両議院の委員会若しくは合同審査会（以下、「委員会等」

と言う。）に付託する方法により、行使されてきた。そして、証人の宣誓及び証言

中の撮影及び録音は、委員会等の許可を要するとされているが（議院証言法５条

の３第１項）、国政調査権が、憲法上、両議院に付与されていること、及び、両議

院の本会議が原則公開とされていることに鑑み（憲法５７条１項）、これまで委員

会等では、撮影及び録音が可及的に許可され、国政調査権の行使により、国民の

知る権利に資する機能を担保していた。

しかし、各院情報監視審査会規程によれば、審査会は、常時、秘密会とされて

おり、審査会の委員ら以外に特定秘密に関する情報が提供されることはない。ま

た、委員以外の議員は、そもそも情報自体に接する機会すらないため、当該特定

秘密に関連する政府の政策決定の当否についてすら、国会内で自由かつ闊達に議

論することができなくなり、かえって、政府に対する監視を職責とする両議院及

び国会議員の権限が大きく抑制される。

５ 当会は、特定秘密保護法が、① 政府の保有情報は本来主権者たる国民に帰属

するものであるとの基本的視点を欠いていること、② 秘密指定の対象が広範か

つ無限定であり「特定秘密」の恣意的な指定がなされる恐れが強いこと、③ 現

行法制度で情報保全はすでに十分になされていること、④ 処罰範囲があいまい

で、報道機関による取材への萎縮効果を生むこと、⑤ 適正評価制度はプライバ

シーの侵害の危険性があることなどの理由から、同法の成立前から反対し、成立

以降も同法を廃止若しくは抜本的な改正を訴えている。

当会の指摘する以上の問題点は、極めて多岐にわたり、かつ、国民の基本的人

権にかかわる重大な問題を孕んでいる。今般、情報監視審査会設置法の審議を通

じ、政府の約束していた「第三者的機関」の設置は、特定秘密保護法の有する問

題点を何ら解決するものではないことも判明した。

よって、当会は、改めて、特定秘密保護法の廃止若しくは同法の抜本的な改正

を求める次第である。
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